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健康増進法（抜粋） 

(平成十四年八月二日) 

(法律第百三号) 

(目的) 

第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康

の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基

本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講

じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。 

(国民の責務) 

第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康

状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第四条 健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業

(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。 

(関係者の協力) 

第五条 国、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、健康増進事業実施者、医療機関その他の

関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努

めなければならない。 

(都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施) 

第十八条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識

及び技術を必要とするものを行うこと。 

二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要

な指導及び助言を行うこと。 

三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。 

２ 都道府県は、前条第一項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整

を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力その他当

該市町村に対する必要な援助を行うものとする。 

(平一八法八三・一部改正) 

(栄養指導員) 

第十九条 都道府県知事は、前条第一項に規定する業務(同項第一号及び第三号に掲げる業務につい

ては、栄養指導に係るものに限る。)を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、

保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。 

(特定給食施設の届出) 

第二十条 特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が

必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者は、その事業の開始の

日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出な

ければならない。 

２ 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更

の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、

又は廃止したときも、同様とする。 
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(特定給食施設における栄養管理) 

第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところ

により都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければ

ならない。 

２ 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。 

３ 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適

切な栄養管理を行わなければならない。 

(指導及び助言) 

第二十二条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定による

栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導

及び助言をすることができる。 

(勧告及び命令) 

第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同

条第三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をし

ない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、

又は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がなくてそ

の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定給食施設の設置者に対し、その勧告に係る措置

をとるべきことを命ずることができる。 

(立入検査等) 

第二十四条 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保す

るため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報

告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を

検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者 

第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し、第七十二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又

は人に対して各本条の刑を科する。 

一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは

虚偽の答弁をした者 
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健康増進法施行規則（抜粋） 

(平成十五年四月三十日) 

(厚生労働省令第八十六号) 

(特定給食施設) 

第五条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に一回百食以上又は一日二百五

十食以上の食事を供給する施設とする。 

(特定給食施設の届出事項) 

第六条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 給食施設の名称及び所在地 

二 給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所

の所在地及び代表者の氏名) 

三 給食施設の種類 

四 給食の開始日又は開始予定日 

五 一日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数 

六 管理栄養士及び栄養士の員数 

(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定) 

第七条 法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。 

一 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一回三百食以

上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの 

二 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施

設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給するもの 

(特定給食施設における栄養士等) 

第八条 法第二十一条第二項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない

特定給食施設のうち、一回三百食又は一日七百五十食以上の食事を供給するものの設置者は、当

該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければならない。 

(栄養管理の基準) 

第九条 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者(以下「利用者」という。)の身体の状況、栄

養状態、生活習慣等(以下「身体の状況等」という。)を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱

量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう

努めること。 

二 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成

するよう努めること。 

三 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用

者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。 

四 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。 

五 衛生の管理については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)その他関係法令の定

めるところによること。 

(栄養指導員の身分を証す証票) 

第十条 法第二十四条第二項に規定する栄養指導員の身分を示す証明書は、別記様式第二号によ

る。 
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北九州市健康増進法施行細則  

  

平成 １５年 １２月 １日 

                                  規 則 第 ９ ７ 号  

 （趣 旨） 

第１条 健康増進法（平成１４年法律第１０３号。以下「法」という。）の施行については、健康増進法施行

令（平成１４年政令第３６１号）及び健康増進法施行規則 (平成１５年厚生労働省令第８６号。以下「省

令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。  

 （国民健康・栄養調査の調査世帯の指定の通知） 

第２条 省令第２条第２項の規定による通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書（第１号様式）によ

り行うものとする 。  

第３条 法第２０条第１項の規定による事業の開始の届出は、給食事業開始届（第２号様式）によるもの

とする。  

 （届出事項の変更の届出） 

第４条 法第２０条第２項の規定による届出事項の変更の届出は、給食事業変更届（第３号様式）による

ものとする。  

 （特定給食施設の事業の廃止等の届出）  

第５条 法第２０条第２項の規定による事業の休止又は廃止の届出は、給食事業廃止（休止）届（第４号

様式）によるものとする。  

 （管理栄養士の必置の指定等）  

第６条 市長は、法第２１条第１項の規定による指定は、管理栄養士必置指定通知書（第５号様式）によ

り、法第２０条第１項に規定する特定給食施設（以下「特定給食施設」という。）の設置者に通知するこ

とにより行うものとする。 

２ 市長は、前項の指定をした特定給食施設が省令第７条の規定に該当しなくなったと認めるときは、

当該指定を取り消すものとする。この場合においては、 管理栄養士必置指定取消通知書 （第６号様

式）により、当該特定給食施設の設置者に通知するものとする。  

 （栄養管理の報告） 

第７条 法第２４条第１項の規定に基づく報告は、毎年５月及び１１月に実施した給食について、それぞ

れの月の翌月の１０日までにしなければならない。  

 （委 任） 

第８条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。  

付 則  この規則は、公布の日から施行する。 
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北九州市特定給食施設等指導要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号。以下「法」という。）第１８条第１項第２号、

同項第３号及び第２２条に基づき、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、

栄養管理の実施に関する指導及び助言を行うため、同法施行規則（平成１５年厚生労働省令第８６号。

以下「規則」という。）及び、北九州市健康増進法施行細則（平成１５年北九州市規則第９７号。以下

「細則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象施設の定義） 

第２条 この要綱における対象施設は、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のう

ち、１回５０食以上又は１日１００食以上の食事を継続的（食事の供給が週 4 回以上であり、それが 1

月以上実施されていることをいう。）に供給する施設（以下「特定給食施設等」という。）とし、次に掲げ

る区分とする。 

（１）法第２０条第１項に規定する特定給食施設（以下「特定給食施設」という。） 

（２）特定給食施設以外の施設（以下「小規模給食施設」という。） 

（３）上記未満であっても、市長が栄養管理を必要と認める施設は指導対象とする。 

 

（小規模給食施設の届出等） 

第３条 施設の設置者は事業の開始の日から１月以内に、市長に、給食事業開始届（細則第２号様式）

を提出するものとする。 

２ 前項の規定による届出をした者は、届出事項に変更を生じたときは、変更の日から１月以内に、給食

事業変更届（細則第３号様式）を市長あて提出するものとする。 

３ 第１項の規定による届出をした者は、給食事業を休止（学校給食の夏休みを除き、１月以上給食事

業を休止することをいう。）し、又は廃止したときは、給食事業廃止（休止）届（細則第４号様式）を、休

止又は廃止の日から１月以内に市長あて提出するものとする。 

 

（小規模給食施設における栄養管理） 

第４条 施設の設置者は、規則第９条の栄養管理の基準に準じて栄養管理を実施するものとする。 

 

（小規模給食施設の報告） 

第５条 施設の設置者は、毎年５月及び１１月に実施した給食について、栄養管理報告書を作成し、翌

月の１０日までに市長に提出するものとする。 

 

（小規模給食施設における帳票の整備及び保存等） 

第６条 施設の設置者は、献立表その他必要な帳簿等（以下「帳簿等」という。）を作成し、当該施設にお
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いて保管するものとする。 

２ 前項に規定する帳簿等は、法第１９条の栄養指導員（以下「栄養指導員」という。）の請求があったと

きは、これを提示しなければならない。 

 

（特定給食施設等の指導） 

第７条 栄養指導員は、特定給食施設等の設置者に対し、栄養管理の実施に関し必要があると認めた

場合は、適切な指導及び助言を行うものとする。 

２ 前項の規定による指導及び助言を行った場合には、指導内容について特定給食施設等指導票（別

紙様式１号）にその内容を記録しなければならない。 

３ 第１項の規定による指導及び助言については、必要に応じて特定給食施設等栄養指導票（別紙様式

２号）により文書指導を行い、改善結果の報告を求めるものとする。 

 

（管理栄養士配置指導） 

第８条 市長は、法第２１条第１項の規定により管理栄養士の必置を指定した施設が管理栄養士を配置

していない場合は、管理栄養士配置計画書の提出を求め、改善が見られない時は勧告を行うものと

する。 

 

（台帳の整備） 

第９条 栄養指導員は、特定給食施設等の設置者から提出された各種届出について、特定給食施設等

管理台帳（別紙様式３号）を整備し、特定給食施設等指導票に基づき、継続的指導を実施するものと

する。 

 

  

（附則） 

１ この要領は、平成２１年４月２０日から実施する。  
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厚生労働省通知（令和 2 年 3 月 31 日健健発 0331 号） 

特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について 別添 2 

 

特定給食施設が行う栄養管理に係る留意事項について 

(令和 2 年 3 月 31 日付け健健発 0331 第 2 号別添 2) 

 

第１ 趣旨 

健康増進法（平成 14 年法律第 103 号。以下「法」という。）第 20 条の規定に基づき設置・届出された

特定給食施設において、当該特定給食施設の設置者は、法第 21 条第３項の規定により、健康増進法

施行規則（平成 15 年厚生労働省令第 86 号）第９条の基準(以下「栄養管理基準」という。) に従って適

切な栄養管理を行わなければならないこととされているところ、本留意事項は、その運用上の留意点を

示したものである。 

特定給食施設の設置者及び管理者は、適切な栄養管理がなされるよう、体制を整えること。 

なお、給食業務を委託している場合にあっては、栄養管理の責任は施設側にあるので、委託事業者

の業務の状況を定期的に確認し、必要な指示を行うこと。 

 

第２ 特定給食施設が行う栄養管理について 

１ 身体の状況、栄養状態等の把握、食事の提供、品質管理及び評価について 

⑴ 利用者の性、年齢、身体の状況、食事の摂取状況、生活状況等を定期的に把握すること。 

なお、食事の摂取状況については、可能な限り、給食以外の食事の状況も把握するよう努めること。 

⑵ ⑴で把握した情報に基づき給与栄養量の目標を設定し、食事の提供に関する計画を作成すること。 

なお、利用者間で必要な栄養量に差が大きい場合には、複数献立の提供や量の調整を行う等、各利

用者に対して適切な選択肢が提供できるよう、工夫すること。複数献立とする場合には、各献立に対

して給与栄養量の目標を設定すること。 

⑶ ⑵で作成した計画に基づき、食材料の調達、調理及び提供を行うこと。 

⑷ ⑶で提供した食事の摂取状況を定期的に把握するとともに、身体状況の変化を把握するなどし、こ

れらの総合的な評価を行い、その結果に基づき、食事計画の改善を図ること。 

⑸ なお、提供エネルギー量の評価には、個々人の体重、体格の変化並びに肥満及びやせに該当する

者の割合の変化を参考にすること。 

ただし、より適切にエネルギー量の過不足を評価できる指標が他にある場合はこの限りではない。 

 

２ 提供する食事（給食）の献立について 

⑴ 給食の献立は、利用者の身体の状況、日常の食事の摂取量に占める給食の割合、嗜好等に配慮す

るとともに、料理の組合せや食品の組合せにも配慮して作成するよう努めること。 

⑵ 複数献立や選択食(カフェテリア方式)のように、利用者の自主性により料理の選択が行われる場合

には、モデル的な料理の組合せを提示するよう努めること。 
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３ 栄養に関する情報の提供について 

⑴ 利用者に対し献立表の掲示や熱量、たんぱく質、脂質、食塩等の主要栄養成分の表示を行うなど、

健康や栄養に関する情報の提供を行うこと。 

⑵ 給食は、利用者が正しい食習慣を身に付け、より健康的な生活を送るために必要な知識を習得する

良い機会であるため、各々の施設の実情に応じ利用者等に対して各種の媒体を活用することなどに

より知識の普及に努めること。 

 

４ 書類の整備について 

⑴ 献立表など食事計画に関する書類とともに、利用者の身体状況など栄養管理の評価に必要な情報

について適正に管理すること。 

⑵ 委託契約を交わしている場合は、委託契約の内容が確認できるよう委託契約書等を備えること。 

 

５ 衛生管理について 

給食の運営は、衛生的かつ安全に行われること。具体的には、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 

号）、「大規模食中毒対策等について」（平成 9 年 3 月 24 日付け衛食第 85 号生活衛生局長通知）の

別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」その他関係法令等の定めるところによること。 

第３ 災害等の備え 

災害等発生時であっても栄養管理基準に沿った適切な栄養管理を行うため、平時から災害等発生

時に備え、食料の備蓄や対応方法の整理など、体制の整備に努めること。 
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北九州市の関係機関   
部署名 住所 

電話 

番号 
担当業務 

保健福祉局健康推進課 
小倉北区城内 

１－１ 

５８２－

２０１８ 

特定給食施設等の届出及び

栄養管理に関すること 

子ども家庭局保育課 
小倉北区城内 

１－１ 

５８２－

２４１３ 
保育所給食に関すること 

教育委員会学校保健課 
小倉北区大手町

１－１ 

５８２－

２３８１ 
学校給食に関すること 

保健福祉局 

東部生活衛生課  

広域食品指導係 

小倉北区西港町

９４－９ 

５８３－

２０４８ 
集団給食施設の衛生指導 

保健福祉局 

東部生活衛生課 

食品衛生係 

小倉北区馬借 

１－７－１ 

５２２－

８７２８ 食品関係営業施設に係る許

可、給食施設の届出、及び

衛生指導 保健福祉局 

西部生活衛生課 

食品衛生係 

八幡西区黒崎 

３－１５－３ 

６４２－

１８１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪参考文献≫ 

・日本人の食事摂取基準（2020年版）（厚生労働省） 

・日本人の食事摂取基準（2015年版）（厚生労働省） 

・大量調理施設衛生管理マニュアル（厚生労働省） 

・給食の手引（福岡市） 

・給食施設における栄養管理の手引き（奈良市） 

・特定給食施設等～栄養管理の手引き～（浜松市） 

・健康増進法に基づく給食施設のための栄養管理の手引き（横浜市） 

・東京都特定給食施設等管理運営の手引（東京都） 
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特定給食施設等の手引き 

令和５年３月改訂 

北九州市保健福祉局健康推進課 

住所：〒803-8501 北九州市小倉北区城内 1－1 

メールアドレス：ho-kenkou@city.kitakyushu.lg.jp 

電話：０９３－５８２－２０１８ 

 


